
 

 

 

２０２1年度事業計画書 

 

２０２１年４月１日 から ２０２２年３月３１日まで 

特定非営利活動法人子ども・若者サポートはみんぐ 

 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

事業内容 

実施 

予定 

日時 

実施 

予定 

場所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数（延べ） 

支出額 

（千円） 

（1）子ど

も ・ 若

者・家族

への直接

支援の事

業 

相談・コーディネー

ト事業 

常時実施 

伊那市生涯学習セ

ンター5F 事務所 

4人 

困難を有する子ど

も・若者及び 

家族 300件 

 

情報発信 

（広報紙．ＨＰ） 

ＨＰ毎月更新 

ニューレター2回 

伊那市生涯学習セ

ンター5F 事務所 

2人 ＨＰ更新 236 

休眠

預金

活用

事業 

居場所オルタ 

（小・中支援） 

毎週(月)(金)他 

10:00～14:00 

93日 開所 

伊那市荒井3428-7 

アルラ内 オルタ 

4人 

不登校児童・生徒 

650人 

4,495 

居場所 伊那 

（スポーツ） 

毎週(水)(金) 

13：00～15：00 

開催：90回 

伊那市民体育館 2人 

スポーツメイトとの

連携事業 

900人   

居場所駒ヶ根 

（スポーツ） 

毎週(木) 

13：00～15：00 

開催：34回 

駒ケ根市 

農業者トレーニン

グセンター 

宮田ふれあい公園 

2人 

スポーツメイトとの

連携事業 

150 人   

多様な居場所 

体験活動 

年10回 アルラ、野外他  4人 80 人 



 

当事者・支援

者研修会 

【（4）人材 

育成事業】 

年10回 

allla（アルラ） 

駒ヶ根パトナ 他 

オンライン 

4人 

困難を有する子ど

も・若者の家族及び 

地域住民 200人  

   

情報発信 

ＨＰ    

NL「にじいろ

通信」「親の

会通信」 

ＨＰ 

各 年3回 

伊那市生涯学習セ

ンター5F 事務所 

3人 

各号4,000部～ 

10,000部 

上伊那地域 

親の会通信：200部 

親の会 

月3～4回 

毎月1、2回(伊那) 

19：00～21：00 

毎月1回(駒ヶ根) 

10：00～12：00 

毎月1回(中川) 

19：30～22：00 

伊那市生涯学習セ

ンター5F 会議室 

駒ヶ根市地域交流

センター 

中川村文化センター 

3人 

困難を有する子ど

も・若者の家族 

のべ150人 

子ども食堂 

6月～ 

月2回 

駒ヶ根市 

伊那市 

4名 500食 

学習支援（小・中） 平日 伊那市 7人 

不登校児童・生徒 

実人数10人、150回 

300 

さくら国際高等学校 

伊那キャンパス 

毎週月～金 

9：00～17：00 

伊那市生涯学習セ

ンター5F事務所他 

24人 授業回数2,000回他 8,290 

若者学習支援 

（PC・語学） 

月2回 

伊那市生涯学習セ

ンター5F事務所他 

2人 困難を有する若者2人 50 

南信

子ど

も・

南信サポートネ

ット相談窓口 

毎週月～金 

10:00～18:00 

伊那市生涯学習セ

ンター5F 事務所 

2人 

問合せ・相談 

件数130件 4,940 

困難ケースケ 36回 上伊那地域 2人 上伊那地域 

（1）子

ども・若

者・家族

へ の 直

接 支 援

の事業 



 

若者

支援

地域

協議

会運

営事

業 

ア会議 開催 

全体調整会議 年1回 いなっせ 5人 南信地域 

若者の居場所

オルラ 

毎週水・木 

その他 

4月～6月 

セジュール 

7月 移転先 

3人 

困難を有する子ど

も・若者 120人  

（2）自立

支援事業

及び障害

者総合支

援法によ

る就労移

行支援事

業及び自

立訓練事

業 

実施せず      0 

（3）多世

代交流の

居場所づ

くり事業 

俳句会等講座 

月2回 第1、2木 

10:00 ～12：00 

いなっせ 2人 地域住民 120人  

上伊那地域子ども応

援プラットフォーム 

会議開催 年2回 伊那合庁 1人 

上伊那地域構成団体

23 団体 

 

情報発信 ＨＰ 月1回 上伊那地域 1人 

上伊那地域構成団体

23 団体 

10 

（5）その

他第３条

の目的を

実施せず      



 

達成する

ために必

要な事業

及び前各

号の事業

に附帯す

る事業 


